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1は じ め に

戦前の財務諸表体系 と戦後の財務諸表体系とは著 しく異なる。戦前の財務諸

表体系は,財 産 目録 貸借対照表および損益計算書から構成 されていた。戦後

の財務諸表体系は,企 業会計原則によって推進された。財務 目録が廃止され,

剰余金計算書,剰 余金処分計算書お よび財務諸表付属明細表が追加 された。

基本財務諸表の視点か らいえば,剰 余金計算書の意義が第1に 問われなけれ

ばならない。第2に,商 法による財産 目録作成の廃止が課題 とされた。そして
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第3に,キ ャッシュ ・フロー計算書の登場が挙げられる。補助財務諸表 として

は,剰 余金処分計算書 と財務諸表付属明細表が関連 して くることになる。

戦後における財務諸表体系の変遷 を考察するさい,重 要な点は商法 と証券取

引法による二重規制にある。戦前 には存在 しなかった。企業会計原則の財務諸

表体系 は証券取引法を通 じて実践 された。商法と証券取引法の規制を同時に受

ける企業にとって,財 務諸表体系が異なることはきわめて不都合である。本稿

では,企 業会計原則に主 として焦点 をあてつつ,両 体系がいかに調整されたか

を考察したいと考えている。

2企 業会計原則における財務諸表体系

(1)企 業会計原則上の財務諸表

昭和24年7月 に設定された 「企業会計原則」の財務諸表体系 は,つ ぎの5つ

か ら構成 されていた。それはフランコ ・ジャーマン的体系 と異 なるアメリカ的

体系であった。

① 損益計算書

② 剰余金計算書

③ 剰余金処分計算書

④ 貸借対照表

⑤ 財務諸表付属明細表

特徴的なのは剰余金計算書 と付属明細表である。剰余金計算書でいう 「剰余

金」 には利益剰余金 と資本剰余金の両方が含 まれる。 したがって,剰 余金計算

書は基本的に利益剰余金計算書 と資本剰余金計算書か ら成 る。ただ し,「利益

剰余金については,そ の明細を損益計算書 に剰余金計算の区分 を設けて記載し,

資本剰余金については,そ の明細を貸借対照表に記載することができる」(損

益計算書原則七)と されている。そこで,利 益剰余金計算書は損益計算書 と結

合させることも可能になる。

剰余金計算書について,岩 田巌氏はつぎの ように述べている。
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「この財務表はアメリカの制度を模 してわが国の財務諸表体系へはじめて導

入されたものであるが,ア メリカと日本 とでは株式会社の配当制度が建前 を異

にするところか ら,わ が国の剰余金計算書はアメリカのそれとは大分趣の違っ

た独特の内容をもつ ようになっている1)。」

わが国では株主総会で利益処分が行なわれる。利益処分の内容は翌期になら

なければ確定しない。利益剰余金 は利益処分によって変動することになる。そ

こで,岩 田氏は利益剰余金計算書の役割について,つ ぎのように解 している。

「利益剰余金計算書はその処分関係を示すばか りでな く,過 去の誤謬の訂正

関係 を表わす機能を有するものである。 したがって財務諸表体系における地位

として,貸 借対照表が今期と後期の配分関係 を調整する手段であるに反 して,

利益剰余金計算書は,今 期 と前期 との関係 を調整する手段であるということが

できる。いわば貸借対照表は顔を将来に向けているに対 して,利 益剰余金計算

書は過去に顔 を向けているのである2)。」

利益剰余金計算書の内容について,企 業会計原則 はつ ぎのように述べている。

「利益剰余金計算書は,前 期未処分利益剰余金か ら前期剰余金処分額を控除

し,こ れに前期以前の損益計算における過不足額の修正記入と当期の固定資産

の売却損益等 を加減 して,繰 越利益剰余金期末残高を算定 し,こ れに当期の純

利益 を加えて,当 期未処分利益剰余金を表示する。」(損 益計算書原則七 ・A)

したがって,前 期損益修正および固定資産売却損益等は損益計算書 に記載 さ

れず,利 益剰余金計算書に記載される。これは当期業績主義にもとつ く損益計

算であ り,損益計算書に示される当期純利益は経常的な利益を示すことになる。

付属明細表は貸借対照表または損益計算書の特定項 目について作成 される。

どのような項 目について作成が必要 とされるかは,企 業会計原則 と同時に公表

された 「財務諸表準則」で示された。

なお,企 業会計原則における財務諸表体系の変遷を前 もって示せば,図 表1

の ようになる。

1)岩 田巌著 『会 計 原則 と監査 基 準』 中央 経済社,昭 和30年,245ペ ー ジ。

2)同 書,251ペ ー ジ。
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図表1企 業会計原則における財務諸表体系の変遷

平成10年修正
昭和24年設定 昭和38年修正 昭和49年修正

(連結キャッシュ ・フロー計算書等の作成基準)

①損益計算書 ①損益計算書 ①損益計算書
一

①損益計算書

②剰余金計算書 ②利益剰余金計算 ②貸借対照表 ②貸借対照表

③剰余金処分計算 書 ③財務諸表附属明 ③ キ ャッシ ュ ・フ ロー

書 ③剰余金処分計算 細表 計算書

④貸借対照表 書 ④利益処分計算書 ④財務諸表附属明細

⑤財務諸表付属明 ④貸借対照表 表

細表 ⑤財務諸表附属明 ⑤利益処分計算書

細表

※平成10年の配列については財務諸表等規則を参照した。

(2)財 務諸表規則の制定

新 しい財務諸表体系が企業会計原則および財務諸表準則 によって構築 された

としても,そ れらが実務界で採用されなければ意味がない。強制力 を付与する

ことが大切である。証券取引法にもとついて昭和25年9月 に制定 された 「財務

諸表等の用語,様 式及び作成方法に関する規則」(以下,財 務諸表規則 という)

は,財 務諸表準則 を法制化 した ものである。

財務諸表規則は財務諸表準則をもとにして作成されたけれども,両 者が必 ら

ず しも同一 というわけではない。財務諸表体系についても,若 干の相違が見 ら

れる。原秀三氏は,財 務諸表規則の特色のひとつとして,つ ぎの点を指摘 して

いる。

「財務諸表の体系としては,安 本 「準則」及び米国証券法の体系に倣 って,

貸借対照表,損 益計算書,剰 余金計算書,剰 余金処分計算書及び附属明細表 と

いう体系 を採用 したが,新 たに,欠 損金が生 じた場合には,剰 余金計算書の代

りに欠損金計算書 を,剰 余金処分計算書の代 りに欠損金処理計算書を添附させ

ることとした3)。」

3)原 秀 三著 『財 務 諸表 規則』 中央経 済社,昭 和25年,61ペ ー ジ。
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また,附 属明細表については,つ ぎの11種 を定めている。

① 有価証券明細表

② 有形固定資産明細表

③ 無形固定資産明細表

④ 関係会社有価証券明細表

⑤ 関係会社出資金明細表

⑥ 関係会社貸付金明細表

⑦ 社債明細表

⑧ 長期借入金明細表

⑨ 関係会社借入金明細表

⑩ 資本金明細表

⑪ 減価償却費明細表

これらの明細表は,「 大体において安定本部 「財務諸表準則」において作成

を要求 しているものと同様であるが,有 価証券明細表を新たに定めたこと及び

修繕維持費明細表を除いたことが 「安本」準則 と相異 している4)」といわれて

いる。

なお,財 務諸表規則の適用範囲は,「規則の別記 に掲げる44種 の事業を営 む

株式会社の提出す る財務諸表に限定5)」 されてお り,銀 行業等特別の法令で規

制 されているものについては,適 用を除外 されている。

(3)商 法調整意見書 と連続意見書

昭和26年9月 に企業会計基準審議会は 「商法 と企業会計原則 との調整に関す

る意見書」(以 下,商 法調整意見書 という)を 公表 した。また,昭 和35年6月

には企業会計審議会が 「企業会計原則 と関係諸法令 との調整に関する連続意見

書」(以 下,連 続意見書 とい う)を 公表 した。いずれ も,企 業会計原則側から

4)同 書,118ペ ー ジ。

5)同 書,64ペ ー ジ 。
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商法に対する改正提言を行なったものである。企業会計原則 と商法の財務諸表

は一致 していることが望ましい。 しか し,現 実には大きな隔た りがあった。

商法調整意見書では,第1に 決算財産 目録の作成を不要 としている。第2に,

商法第281条 の計算書類をつ ぎのように改める提言をしている。

一 損益計算書(利 益剰余金計算書をふ くむ)

二 貸借対照表(資 本剰余金計算書をふ くむ)

三 利益処分計算書(欠 損金の処理,準 備金の処分に関する計算をふ くむ)

四 営業報告書(計 算書類附属明細書をふ くむ)

第3に,計 算書類附属明細書は証取規則に定めるスケジュールと可及的同一

とするよう改めることを提言 している。

こうした提言に対 して,法 務省の吉田昂氏は,つ ぎのような意見を述べてい

る。

「企業会計原則は,商 法の認めていない剰余金計算書の作成を要求 している。

……ただ,そ れはこれまでの損益計算書 を二つのものに分化せ しめたとい うべ

きものにすぎず,商 法は未分化以前の損益計算書を考えているのであるか ら,

商法の解釈 としては,損 益計算書 と剰余金計算書の二者を作成することを禁止

するものではなく,も し,こ の二者を作成 したときは,こ の二者をあわせて商

法にいう損益計算書に該当するもの と解すべ きであろう6)。」

「商法にいう計算書類附属明細書は,貸 借対照表又は損益計算書の記載を補

うために作成 されるものではない。昭和25年 の商法改正の際,株 主の権利強化

のため,ア メリカの法律に倣い,株 主に会計帳簿書類の閲覧請求権を認めるこ

とが考えられたが,そ の濫用されることをおもんぱか り,そ の権利を発行済株

式総数の十分の一以上の株式を有する株主にのみ認め(293条 の6),一 般の株

主に対 しては,附 属明細書 を作成 しこれを閲覧せ しめることとした(293条 の

5)。 ……従って,名 称は 「附属」であるが,独 立の書類である7)。」

6)吉 田昂 「商法 か らみた 財務 諸表体 系」 『産業 経理』 第16巻8号,昭 和31年8月,80

ペ ー ジ。

7)同 論文,81ペ ー ジ。
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さらに連続意見書では,決 算財産 目録 を不要 とする理由がつぎのように説明

されている。

「企業会計において損益計算の重要性が強調されるにつれて,貸 借対照表 と

損益計算書 とは有機的関連を保つべ きことが認識 されるようになった。 このた

めには,貸 借対照表 をも含めて,財 務諸表は,正 確な会計帳簿に基づいて作成

しなければな らない。ここにおいて財務 目録と決算貸借対照表との関係は切断

され,財 産目録は決算貸借対照表作成の手段 としての機能を喪失するに至 り,

……決算報告書 としての財産 目録はその意義を失 うに至った。」(第一 ・三 ・1)

また,営 業報告書は会計帳簿に基づいて作成される報告書ではないので,財

務諸表の体系か ら除 くことが望 ましいとしている。さらに,「 準備金及び利益

又ハ利息ノ配当二関スル議案」の中から,「利息 ノ配当」 に関するものを除い

た部分を,剰 余金処分計算書 として財務諸表の体系にとり入れることが望まし

いとも述べている。(第 一 ・三 ・3お よび5)

飯野利夫氏の解説 によれば,「決算財産 目録は,… …決算貸借対照表の作成

のための基礎資料 という機能のほかに,資 産,負 債の総目録 としての役割 をも

はたすものと考えられている。 もしそれに課せ られているのが第一の機能だけ

であれば,財 産目録を廃止するとして も,特 別に支障は考えられない。」しか し,

「第二の任務を積極的に果すために基本的には,企 業会計原則にいわゆる財務

諸表付属明細書を財務諸表の体系 にとり入れることがのぞましい8)。」 と述べ

ている。

また,連 続意見書 と商法調整意見書の主張が異なる点について,つ ぎのよう

に説明している。

「連続意見書では,営 業報告書は,「 必ず しも会計帳簿に基づいて作成され

る報告書ではない」 という理由から,財 務諸表の体系から除 くことを勧告 して

いる点ならびに財務諸表付属明細表 を財務諸表の体系にとり入れることを明ら

8)飯 野利 夫 「財務 諸表 の体 系 につ い て」 『産 業経 理』第20巻7号,昭 和35年7月,82

ペ ー ジ。
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かにすることを望んでいる点において,一 面では調整意見書 とは異な り,他 面

では,調 整意見書において,か ならずしも明確にされてはいなかった点を明 ら

かにした9)。」

2つ の意見書で主張された提言の一部は,昭 和37年 お よび49年 の商法改正に

取 り入れられることになった。

3昭 和37年 から49年に至る財務諸表体系の修正

(1)昭 和37年 商法改正と38年 計算書類規則の制定

昭和37年 の商法改正は企業会計原則の考えを大幅に取 り入れたことでよく知

られている。しか し,財 務諸表体系の点ではわずかな改正にとどまった。第281

条の改正は行 なわれず,財 産 目録の作成は依然 として継続 した。ただし,財 産

目録の定時株主総会への提出義務は不要になった(第283条 第1項)。 それだけ

でもかなりの前進 といえよう。

商法の改正 に合わせて,昭 和38年3月 には 「株式会社の貸借対照表及び損益

計算書 に関す る規則」(以 下,計 算書類規則 という)が 制定 された。それは財

務諸表の記載内容を商法が規定した最初の試みになる。

計算書類規則によると,損 益計算書は,当 期利益 または当期損失を示 したあ

と,前 期繰越利益または前期繰越損失を加減 し,当 期未処分利益 または当期未

処理損失を示すことになった(第44条)。 この損益計算書は包括主義にもとつ

くものであ り,当 期業績主義を採用 してきた企業会計原則のそれと相違するこ

とになった。

他方において,企 業会計原則 も昭和38年11月 に修正され,「 剰余金計算書」

は 「利益剰余金計算書」に読みかえられることになった。

9)飯 野利 夫 「財務 諸表 の体 系 につ いて一 商法 調整 意見 書 と比較 して一 」 『企業 会計 』

第12巻9号,昭 和35年7月,112ペ ー ジ。
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(2)昭 和49年 の商法改正と企業会計原則修正

昭和49年 の商法改正な らびに企業会計原則修正は会計基準の一元化を目指 し

て行 なわれた。財務諸表体系をめ ぐる両者の調整は不可避とされた。商法は計

算書類から財産目録を排除 し,企 業会計原則は財務諸表か ら利益剰余金計算書

を除外することによ り,実 質的な一元化が達成された。

商法第281条 に列挙された計算書類お よび附属明細書 について,昭 和49年 の

改正前 と改正後を比較すれば,図 表2の ようになる。商法は損益法にもとつ く

財務諸表体系 を完全に受け入れ,決 算財産目録の作成自体を不要としたわけで

ある。ただし,営 業報告書は商法に固有の計算書類 として存続 している。

図表2商 法第281条の計算書類と附属明細書

昭和49年改正前 昭和49年改正後

①財産目録

②貸借対照表

③営業報告書

④損益計算書

⑤準備金及利益又ハ利息ノ配当

二関スル議案

①貸借対照表

②損益計算書

③営業報告書

④準備金及利益又ハ利息ノ配当

二関スル議案

⑤附属明細書

※改正 前 の附 属明細 書 は第293条 ノ5第1項 で 規定 され て いた。

企業会計原則の財務諸表体系 は,す でに図表1で 示 したように,① 損益計算

書,② 貸借対照表,③ 財務諸表附属明細表,お よび④利益処分計算書 に修正 さ

れた。 この結果,企 業会計原則の損益計算書は当期業績主義か ら包括主義に移

行 したことになる。

(3)財 産 目録復活論

決算財産目録は昭和49年 以降作成 されなくなった。その結果,財 務諸表 とし

ての財産目録はいまや忘れられようとしている。財産 目録 は資産および負債の

詳細な内容を記載したものである。総括的な内容は貸借対照表に示されている。
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一部の重要項 目については附属明細表が存在する。 しかし,す べての財産に関

する詳細が公開されているわけではない。そこで,財 産 目録の役割をもう一度

見直そうとする動 きが生 じるわけである。

財産 目録は財産管理者の責任 を明確 にする役割をもつ,と いうのが安藤英義

氏の主張である。

「一時点の財産の実地棚卸記録である財産 目録は,財 産変動の帳簿記録と相

まって,財 産管理者の責任財産の高を明確 にする。責任財産の数量的確定をめ

ざす,財 産目録のかかる役割は,あ らゆる財産 目録に共通 してお り,そ れゆえ

財産 目録の本質的な役割である10)。」

したがって,「 わが国商法は,商 業帳簿規定において財産 目録を復活すべ き

である11)」という結論が導かれることになる。

その主張は伝統的な財産 目録観 に対する批判でもある。財産 目録の役割は,

いわゆる伝統的な会計情報の伝達手段 としての財務諸表の役割 よりも広 くとら

えられている。た しかに財産管理責任を明確 にすることは大切 といえよう。し

かし,外 部の利害関係者がどれ程関心をもっているかは別問題である。今 日の

財務諸表は有用 な会計情報の提供に重点をおいている。その役割が再検討 され

ないかぎり,財 産目録の復活はむずか しいといえよう。

安藤氏よりもさらに積極的な財産目録制度化論を展開するのは五十嵐邦正氏

である。同氏は,「財産 目録 を制度化すれば,ス トック情報の体系的な充実が

図られることになり,利 害関係者にとっても大いに有益 となるはずである12)」

と論 じている。

財産目録が貸借対照表 よりも詳 しい情報を提供 しうることは明 らかである。

この主張には会計情報の充実という視点が見 られる。当然,財 産 目録 は財務諸

表の体系に組み込まれることになる。 さまざまな可能性 を模索 したのち,「 目

下のところでは財産目録を同 じくス トック情報 を示す貸借対照表に対する明細

10)安 藤 英義 著 『箒記 会計 の研 究』 中央経 済社,平 成13年,160ペ ー ジ。

11)同 書,163ぺ ・・一・一ジ。

12)五 十嵐邦 正著 『現 代財 産 目録 論』 森 山書 店,平 成14年,230ペ ー ジ。
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及びその補完情報を示すものとして とらえる……考え方がむしろ妥当であると

解される13)」 と結論づけている。

しか し,財 務諸表のひとつに加えるためには,単 に有用な会計情報を提供す

るだけでは不十分である。 とりわけ基本財務諸表 として位置づけるためには,

計算構造面の検討がぜ ひとも必要になる。

4平 成10年 における財務諸表体系の修正

(1)財 務諸表三本化の理論

財務諸表三本化の理論は染谷恭次郎氏が長年にわたって主張 してきた考えで

ある。三本化 とは,貸 借対照表 と損益計算書 とキャッシュ ・フロー計算書 を意

味する。これら3つ の計算書が基本財務諸表を構成する,と いうのがこの理論

の構想である。キャッシュ ・フロー計算書は,資 金運用表,収 支計算書および

資金計算書 とも呼ばれている。その理論形成の軌跡は昭和25年 から平成11年 に

至る50年 間に及んでいる14)。

財務諸表三本化 の理論は,「 もの」の流れと 「かね」の流れの会計 として説

明される15)。企業の経営活動は 「もの」の流れ と 「かね」の流れを導 くもの

である。「もの」の流れを測定するのは損益会計であ り,「かね」の流れを測定

するのが資金会計になる。貸借対照表は,そ れぞれの会計の残高 と,期 間的な

ずれから生 じる項目を収容 し,そ れらに対する持分を明らかにする。これら3

つの計算領域が存在するにもかかわらず,資 金会計領域の決算書である収支計

算書は作成されてこなかった。それゆえ,収 支計算書を主要な財務諸表に加え

る提案がなされたのである。

13)同 書,231ペ ー ジ。

14)染 谷 恭次 郎著 『財 務諸 表三 本化 に向 けて』雄 松 堂出版,平 成11年,皿 ペー ジ。 同

書 に は28篇 の論文 と2篇 の座談 会 が収録 され てい る。

なお,同 書 よ りも前 につ ぎの論 文集 が 出版 されて い る。染谷 恭次 郎著 『財務 諸

表三 本化 の理 論』 国元 書房,昭 和58年 。

15)同 書257-267ペ ー ジ。
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『資金会計論』によれば,資 金運用表における資金概念には,現 金預金,支

払資金(取 引上の短期債権の合計額か ら取引上の短期債務 を控除した もの),

正味当座資産お よび正味運転資本の4種 が挙 げられる16)。 これ らの うち同氏

が選択するのは,正 味当座資産である。それは資産を現金系統資産と費用系統

資産に分類する考えと密接 に結びついている。現金系統資産は資本循環過程に

おける回収資本 を意味 し,費 用系統資産は投下資本を意味する。棚卸資産は後

者に属するものであ り,資 金概念に含めない方が適切である。 したがって,棚

卸資産を除外 した正味当座資産概念が選択されたのである。

キャッシュ ・フロー計算書が制度化 される前の見解 として,あ と2つ を紹介

しておきたいと思う。

ひとつは鎌 田信夫氏の見解であ り,「財務情報の有用性を高めるという見地

か ら,取 得原価を離れて売却時価を導入 し,発 生主義会計の発展形態 として,

現金収支会計 と売却時価会計 を統合す る理論17)」 を展開 している。 どの程度

制度化につなが りうるか,興 味深い見方である。

いまひとつは佐藤倫正氏の見解であ り,基 本財務諸表の要件 として,① 有用

性,② 網羅性,③ 連携性を提示し,資 金計算書が これ らの要件を満たしうるこ

とを示唆している18)。

(2)資 金繰表から資金収支表へ

わが国における資金計算書の発展は,資 金繰表,資 金収支表,そ してキャッ

シュ ・フロー計算書 という3つ の異なる名称によってあ とづけることがで き

る。資金繰表は昭和28年 から有価証券報告書に採 り入れ られてお り,資 金収支

表は昭和61年 の報告書 を契機 として作成 されるようになった。 また,キ ャッ

シュ ・フロー計算書 は平成10年 に設定された会計基準にもとつ くものである。

資金収支表が作成 される直前の資金繰表について,163社 を対象 とした実態

16)染 谷 恭次 郎著 『増 補資 金会 計論 』 中央経 済社,昭 和35年,23ペ ー ジ。

17)鎌 田信 失 著 『資金 会計 の理 論 と制 度の研 究』 白桃 書房,平 成7年,129ペ ー ジ。

18)佐 藤倫 正 著 『資金 会計 論』 白桃 書房,平 成5年,238ペ ー ジ。
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調査が行われている。その調査では,つ ぎのような点が明らかにされている19)。

資金繰表の表示形式は,期首資金残高に正味の増減額を加減算することによって,

期末の資金残高を示す報告式一照合式が最も多 く,163社 中160社(98.2%)で 用

いられている。

資金繰表の表示区分は,収 入科目あるいは支出科目を活動別あるいはその他の目

的別などに区分することを全 く試みない無区分のものが最も多く,163社 中155社で

あり,95.1%を 占めている。

実務上,資 金繰表はかなり定型化 されていたようである。 しか し,資 金情報

の提供 という点では不十分なものであった。

そこで,昭 和61年10月 に企業会計審議会第一部会小委員会 は,「証券取引法

に基づ くディスクロージャー制度における財務情報の充実について(中 間報

告)」 のなかで,資 金繰 り情報の改善を求めたのである。

資金晴報の問題 点として挙げられたのは,つ ぎの諸点である20)。

イ 企業活動の態様 ごとの区分表示が行われていないため,資 金の調達及び

運用状況 を的確に把握することが困難であること

ロ 明確な作成指針が示されておらず比較可能性等が十分に確保できないこ

と

ハ 資金の範囲が現預金に限定 されてお り,企 業活動の実態が十分に反映さ

れていないこと

そして,つ ぎのような改善策が提言された21)。

(1)資 金の範囲は,現 預金だけでな く市場性のある一時所有の有価証券をも

含む ものとすること

19)鎌 田信 夫 ・澤 村 隆秀 「資金 繰表 にお け る資金 情 報 開示 の実 態」 『南 山経 営研 究 』

第2巻3号,昭 和62年12月,553-554ペ ー ジ。

20)兼 田克幸 「証券取 引 法 に基づ くデ ィス クロー ジ ャー制度 にお け る財務 情報 の充 実

につい て一 企業 会計 審議 会 第一部 会小 委員 会 中間報 告 の概要一 」『税経 通信 』第42

巻1号,昭 和62年1月,42ペ ー ジ。

21)新 井清 光 「財 務 情報 の充 実 に関す る中間報 告 につ いて」 『税経 通信 』第42巻1号,

昭和62年1月,34-35ペ ー ジ。
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(2)資 金の収支は,「事業活動に伴 う収支」 と 「資金調達活動に伴 う収支」

に二区分 し,さ らに前者を収入 と支出別に営業,営 業外,有 形固定資産等

の売買,決 算などの細 目に分 けて記載すること

(3)以 上による様式の改善に伴い,そ の名称を 「資金収支表」 とすること一

こうした措置によ り,資 金情報の改善が行なわれた。しか し,資 金収支表を

財務諸表外 として位置づけた点は,従 来 と変わ りなかった。それを財務諸表の

体系 に組み込むのは時期尚早 と判断されたのである。

(3)キ ャッシュ ・フロー計算書の制度化

平成9年6月 に連結財務諸表制度の見直 しが行なわれ,証 券取引法上,個 別

財務諸表に代わって連結財務諸表が主たる財務諸表の位置 をしめるようになっ

た。そのさい,連 結ベースのキャッシュ ・フロー計算書の導入が提案された。

それを受けて,平 成10年3月 に公表されたのが,「 連結キャッシュ ・フロー計

算書等の作成基準の設定に関する意見書」(以 下,意 見書 とい う)で ある。意

見書の表題が 「等」 となっているのは,「連結ベースだけでなく個別ベースの

ものや,さ らには中間期のもの もあわせたキャッシュ ・フロー計算書のすべて

を対象 に,作 成基準を設定しようとする趣旨である22)」とされている。

同意見書 によれば,キ ャッシュ ・フロー計算書 は,「 一会計期 間における

キャッシュ ・フローの状況を一定の活動区分別に表示するものであ り,貸 借対

照表及び損益計算書と同様に企業活動全体 を対象 とする重要な情報を提供する

もの」(二)で ある。キャッシュ ・フロー計算書は財務諸表のひとつ として位

置づけられているけれども,そ れが基本財務諸表かどうか という点について明

言を避けている。暗黙的に,そ のように理解されているにす ぎない。

斎藤静樹氏はつぎのように述べている。

「財務諸表の体系 という観点か らは,特 に問接法による計算が,貸 借対照表

22)斎 藤 静樹 「「連 結 キ ャ ッシュ ・フロー計 算書等 の作 成基 準 の設 定 に関す る意 見書 」

の経 緯 と概要 」 『企業 会計』 第50巻7号,平 成10年7月,38ペ ー ジ。
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や損益計算書か らでも導かれるのではないか という議論は少な くない。そうし

た違和感 を薄めているの も,あ るいは情報 としての有用性 なのか もしれ な

い23)。」

キャッシュ ・フロー計算書が基本財務諸表 としての地位を確立するために

は,理 論的な研究がまだ不足 しているといえよう。

さらに同意見書は,資 金の範囲に関する資金収支表上の問題点を,つ ぎのよ

うに指摘 している。

「現行の資金収支表においては,現 預金及び市場性のある一時所有の有価証

券が資金 とされているが,資 金の範囲が広 く,企 業における資金管理活動の実

態が的確に反映されていないとの問題点が指摘されている。」(三 ・2・(1))

そのため,対 象 とする資金の範囲は,現 金および現金同等物 とし,現 金同等

物 は,「容易 に換金可能であ り,か つ,価 値の変動 について僅少 なリスクしか

負わない短期投資」 とされた。なお,表 示区分については,営 業活動,投 資活

動および財務活動の3区 分 とされた。

以上のようなキャッシュ ・フロー計算書は,平 成11年4月1日 以後開始す る

事業年度から実施されるようになった。 もっとも,そ れはあくまでも証券取引

法上の制度化であり,商 法上はまだ受け入れられていない。ここにおいて,再

び両者の乖離が生 じている。

5む す び

戦後の財務諸表体系は企業会計原則 と商法との調整ならびにキャッシュ ・フ

ロー計算書の新たな登場として特徴づけることができよう。企業会計原則 と商

法の調整は,主 として,商 法による財産 目録の廃止および企業会計原則による

利益剰余金計算書の除外 によって達成された。また,キ ャッシュ ・フロー計算

書の新たな登場は,一 部の研究者 による提唱とともに,長 年にわたる実践から

23)同 論 文,44ペ ー ジ 。
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誕生 したものといえよう。

財務諸表の体系をめ ぐる議論はまだ続 くと予想 される。個別ベースと連結

ベースのどちらが優先するのであろうか。財務諸表体系 と計算書類お よび附属

明細書 との関係は今後 どのように調整されるのであろうか。委員会等設置会社

においては取締役会が利益処分の権限をもちうるようになるが,そ れでも利益

処分計算書の作成は必要なのであろうか。まだ多 くの問題が残 されている。


